
区 分

社会教育

事   務   系

構成比
福祉

区 名

総   数

構成比
事  務

総    数

田

央

代

　

港

千

中

黒

田

谷田

目

大

世

葛

江 戸

宿

京

東

」ヒ

新

文

ム
ロ
　

墨

江

品

谷

野

並

　

島

　

川

　

橋

馬

立

渋

中

杉

　

豊

　

荒

　

板

練

足

田

東

川

飾

川

執行機関
XⅡ 執行機関
82.職  員

(1)職種別職員数 (そ の 1)

991    (405)

1、 421    (738)

2,032  (1,000)

2,496 (1,345)

1,659    (887)

1,436     (720)

2,303  (1,246)

4,807  (2,790)

4,905  (2,597)

530 (190)

663    (269)

893    (341)

13

15

66

62,834 (35,207)   100.0  27,511 (11,060)     93    (31)  27,604 (11,091)    43.9   1,758  (1,082)

1000

100 0

100 0

1000

100.0

100 0

1,952

2,679

2,481

(1,055)

(1,629)

(1,407)

1000

100.0

100.0

935

(1)    1,102

(3)    1,024

３‐

　

９７

　

３０

(0

(1)

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

(1)

(2)

(355)

(438)

(400)

53.5

46.7

43.9

47.9

411

41.3

47.3

43.5

44.1

(26)

(16)

(30)

124    (465)

796     (328)

927    (407)

45.3

48.0

64.8

110

40

31

(66)

(23)

(19)

934

1,099

1,016

1,020

1,090

1,636

1,055

1,891

2,259

1,028

1,091

1,640

964

1,089

765

1,204

1,504

(406)

(451)

(723)

17

95

144

(13)

(61)

(95)

1000

100.0

100.0

100.0

100.0

100 0

1,052

1,887

2,253

(415)

(777)

(917)

45.8

39.3

46.1

60

117

68

2,175(1,070)

2,509  (1,449)

3,716  (2,153)

2,256 (1,352)

2,481  (1,443)

1,466    (762)

(2,136)

(2,904)

(1,982)

1000

1000

100.0

100.0

100.0

100 0

963

1,084

764

42.7

43 9

52.2

3,635

4,953

3,590

1,617

1,803

1、 672

44 6

36.4

46.9

33

188

106

(20)

(101)

(74)

(404)

(450)

(721)

(407)

(414)

(306)

(650)

(642)

(653)

(1)

(4)

(408)

(416)

(306)

(487)

(633)

1,620    (651)

1,805    (642)

1,684    (657)

150 (105)

86     (45)

42     (33)

93

146

3

2

12

3,153  (1,820)   100.0    1,188   (482)      16

3,738  (2,317)    100.0    1,502    (633)        2

38.2

40.2

資料 :特別区人事委員会『平成17年 4月 1日 現在 特別区職員の構成』

注 :1.一般職に属する職員である。ただしヽ 「臨時職員」「組合専従者」「都職員、清掃事業移管に伴う派遣職員」

「休職者、結核休養者」「育児休業中の職員、公務 。通勤災害休業中の職員」「区から給与が支給されてい

ない他団体等への派遣職員」「海外派遣中の職員」は含まれていない。

2.( )内は、女性の職員数で内数である。

3.職種の内訳は、主な職種について掲載 した。
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執行機関

(単位 :人、%)(平成 17年 4月 1日 現在)

福   祉   系

保育士

12,283 (12,063)  2,700 (2,195) 16,793 (15,366) 26.7 2,017 (100)  1,420 (148)  238   (2)  367  (10)  4,942 (482)  7

88

197

279

(H2)13.1

(253)  18.7

(381)  21.0

413

1,079

860

(86)

(194)

(270)

(416)

(252)

(173)

(412)

(615)

(536)

(408)

(1,041)

(826)

２９

５３

７９

　

７９

８８

６

ａ

Ｄ

①

　

③

ｏ

⑤

3

11

7

9

11

12

12

13

12

(2)

(1)

(1)

12

8

124

159

185

11.2

9.1

(9)

(17)

(19)

(16)

(30)

(52)

424

254

174

614

386

212

524

770

751

(546)

(346)

(197)

24.6

23 3

14.8

(472)

(732)

(644)

(401)1&9

(628) 27.7

(962)  29.1

(660)

(695)

(293)

(825)  27.5

(976)  27 5

213

139

143

(26)

(16)

(20)

8.5

8.4

10.0

５９

　

４‐

　

４４

８‐

　

４６

　

５２

０

０

０

ｍ
ｗ
　

０^

　

〔
Ｊ

７２

　

５４

　

５６

(5)

(4)

(4)

424

618

558

26.8

28.7

30.3

13

16

16

156 (9) 8.

165  (12)   6.

183   (8)   7.

47    (34)

123   (101)

132    (78)

132    (85)

263   (249)

228   (158)

(1)

68 (3)

131(4)

211(15)

606

1,464

1,160

(529)

(1,357)

(1,024)

26.3

30.5

23.6

59 (5)

90 (10)

132  (23)

68

9.0

10

15

17

340

471

691

54

130

242

50

55

115

鋤
　
側
　
冊
　
　
　
切

側
　
劉

(50)

(108)

(188)

205   (165)

243   (172)

50    (44)

412

696

1,081

(1) 7.4

5.5

72

17

10

16

14

17

11

(1)

161(lЭ

137 (つ

267  (28)

68(59)

159(151)

34(29)

32 0

30.2

20.9

11

13

12

(1)

194

179

146

(29)

(15)

(12)

8.

7.

10

737

1,160

886

(728)

(1,142)

(881)

979

1,594

1,049

(914)

(1,417)

(1,002)

26.9

32 2

29.2

117(9)

143(12)

169 (9)

77

92

103

(5)

(12)

(13)

10

16

22

24

16

33

279  (27)   7.

315  (40)   6.

385  (37)  10.

(HO)

(140)

13 206(21)

254  (19)

児童指導 土木造園

|

~~~¬

構成比
|

建築 機械
月ラと=疑Lメ L

一 般 技 術 系

構成比

総

　

千

中

港

　

新

文

台

　

墨

江

品

　

目

大

世

　

渋

中

杉

　

豊

北

荒

　

板

練

足

　

葛

江

(651)

(738)

115

141

866

1,028
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執行機関

(1)職種別職員数 (そ の 2) (単位 :人、%)(平成 17年 4月 1日 現在)

資料 :特別区人事委員会『平成17年 4月 1日 現在 特別区職員の構成』

注 :1.一般職に属する職員である。ただし、「臨時職員」「組合専従者」「都職員、清掃事業移管に伴う派遣職員」

「体職者、結核休養者」「育児休業中の職員、公務・通勤災害休業中の職員」「区から給与が支給されてい

ない他団体等への派遣職員」「海外派遣中の職員」は含まれていない。

2.( )内は、女性の職員数で内数である。

3.職種の内訳は、主な職種について掲載 した。

区 分

区 名

医 療 技 術 系 技能業務系

総    数

田

央

代

　

港

千

中

新

文

ム
ロ
　

墨

江

品

宿

京

東

田

東

川

黒

田

谷田

目

大

世

渋

中

杉

　

豊

　

荒

　

板

練

足

　

葛

江

谷

野

並

　

島

　

川

　

橋

馬

立

」ヒ

飾

戸 川

131     (80)    1,038  (1,030)    2,680  (2,449)      4.3   10,815  (5,819)     17.2

(2)

(3)

(3)

14

18

27

(14)

(18)

(25)

Ｏ

ｖ
　

‘４
．
　

ｎ
υ

４

，
　

ｎ
Ｏ

　

ｏ
ｏ

(35)

(61)

(73)

4.0

4.5

4.4

１
１
　
　
９
●
　
　
′
牛

(59)

(138)

(186)

16.9

18.9

21.6

Ｑ
υ
　

０
０

４

　

４

　

４

　

　

　

１

　

６

　

３

　

　

　

８

　

４

　

３

　

　

　

０

　

４

　

６

　

　

　

７

　

６

　

５

　

　

　

９

　

４

　

２

４

２

２

　

３

４

３

　

８

６

８

　

３

４

６

　

３

５

２

　

６

８

７

(44)

(24)

(24)

117 (103)

87     (77)

68    (57)

4.7

5.2

4.7

421

250

83

(202)

(119)

(38)

16.9

15.1

5.8

(2)

(5)

(4)

(30)

(45)

(33)

78

96

115

(70)

(87)

(107)

4.0

3.6

4.6

５

４

０

　

３

３

７

２

５

４

　

３

９

８

(149)

(360)

(248)

13.3

20.4

16.4

Э

Э

Ｄ

　

Э

Э

つ

(37)

(64)

(83)

118

193

165

(111)

(181)

(16())

5.1

4.0

3.4

(173)

(444)

(443)

14.7

194

17.9

4

5

10

(29)

(44)

(65)

76

119

170

(70)

(104)

(149)

3.5

47

4.6

498

466

558

(180)

(259)

(291)

22.9

18.6

150

(5)

(3)

(3)

７
‥
　

ｎ
Ｏ

　

Ｆ
Э

Ｑ
υ

　

民
Ｕ
　

ｎ
／
一

103

111

54

(98)

(101)

(47)

46

4.5

3.7

273

352

194

(157)

(216)

(104)

12.1

14.2

132

(69)

(83)

(72)

158

227

158

(145)

(213)

(147)

4.3

4.6

4.4

599

1,012

314

(399)

(592)

(139)

165

20.4

8.7

(3)

(1)

47

62

(47)

(62)

3.6

4.3

764

791

(383)

(540)

24.2

21.2

-252-
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区 分

区 名

総  数 管 理 職

手上

日 | 部 長 級 統括課長 課 長 級

総    数

田

央

代
　
　
港

千

中

新

文

台

　

墨

江

品

宿

京

東

田

東

川

黒

田

谷田

目

大

世

渋

中

杉
　
　
豊
　
　
荒
　
　
板

練

足

谷

野

並

　

島

　

川

　

橋

馬

立

ゴヒ

葛

江 戸

飾

川

62,834    100.0    1,867      3.0      493      0.8      305      0.5    1,069      1.7

991

1,421

2,032

100.0

100 0

100.0

6.1

4.2

3.4

16

14

12

1.6

1.0

0.6

13

13

8

1.3

0.9

0.4

31

32

50

3.1

23

2.5

2,496

1,659

1,486

100 0

100.0

100.0

3.6

3.9

4.8

20

17

17

0.8

1.0

1.2

11

9

13

0.4

0.5

0.9

５

３

３

　

３

３

２

2.3

2.4

2.7

1,952

2,679

2,481

100.0

100.0

100.0

3.3

2.7

2.7

16

21

22

0.8

0.8

0.9

11

12

16

0.6

0.4

0.6

1.9

1.5

1.2

2,303

4,807

4,905

100 0

100.0

100.0

78

108

160

3.4

2.2

3.3

25

19

51

1.1

0.4

1.0

6

27

18

0.3

0.6

0.4

47

62

91

2.0

1.3

1.9

2,175

2,509

3,716

100.0

100 0

100.0

3.1

2.6

2.6

16

22

28

0.7

0.9

0.8

8

18

14

0.4

0.7

0.4

43

26

54

2.0

1.0

1.5

2,256

2,481

1,466

100.0

100.0

100.0

74

75

61

3.3

3.0

4.2

18

18

16

0.8

0.7

1.1

13

11

12

0.6

0.4

08

３

　

６

　

３

　

　

　

７

　

５

　

２

　

　

　

６

　

９

４

４

３

　

４

５

７

　

４

４

1.9

1.9

2.3

3,635

4,953

3,590

100.0

100.0

100.0

2.2

2.0

3.6

0.5

0.7

1.1

14

10

20

0.4

0.2

0.6

1.3

1.1

2.0

98

130

3,153

3,738

100.0

100.0

84 2.7

2.0

0.6

04

19 0.6

02

1.5

1374 9

執行機関

(2)職層別職員数 (そ の 1) (単位 :人、%)(平成 17年 4月 1日 現在)

資料 :特別区人事委員会『平成17年 4月 1日 現在 特別区職員の構成』
注 :1.一般職に属する職員である。ただし、「臨時職員」「組合専従者」「都職員、清掃事業移管に伴う派遣職員」

「体職者、結核休養者」「育児休業中の職員、公務・通勤災害体業中の職員」「区から給与が支給されていな
い他団体等への派遣職員」「海外派遣中の職員」は含まれていない。
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区  分

区 名

=上百 1

構成比

総括係長

構成比

係
自

すて

構成比

査

構成比

主

総    数

田

央

代
　
　
港

千

中

黒

田

谷田

目

大

世

」ヒ

一月

葛

江

宿

京

東

田

東

川

谷

野

並

　

島

　

川

　

橋

馬

立

飾

川

新

文

台

　

墨

江

品

渋

中

杉

　

豊

　

荒

　

板

練

足

執行機関

(2)職層別職員数 (そ の 2)

主

60,967       97.0      3,070 4.9      5,471 8.7      3,627 5.8

931

1,362

1,962

93 9

95.8

96.6

8.1

3.6

3.4

121

11.0

10.4

2.7

43

4.5

80

51

70

2,407

1,594

1,367

96.4

96.1

95.2

124

96

97

5.0

58

6.8

207

178

201

8.3

10.7

14.0

100

103

44

4.0

6.2

3.1

1,887

2,607

2,414

3.8

3.7

5.5

221

221

176

11.3

8.2

7.1

61

155

177

3.1

5.8

7.1

96.7

97.3

97.3

2,225

4,699

4,745

96.6

97.8

96.7

4.5

4.7

5.0

239

377

419

10.4

7.8

8.5

7.0

6.6

5.0

120

156

211

250

252

215

27

61

91

74

100

137

103

227

245

2,108

2,443

3,620

96.9

97.4

97.4

192

141

196

8.8

5.6

5.3

86

183

302

4.0

7.3

8.1

10.3

90

8.1

2,182

2,406

1,405

96.7

97.0

95.8

103

121

70

4.6

4.9

4.8

11.1

10.2

14.7

184

102

8.2

4.1

3,555

4,855

3,460

97.8

98.0

96 4

5.3

3.7

5.5

6.5

7.9

108

66

3.2

7.9

，
●
　
　
０
●
　
　
●
０

162

315

246

241

159

283

123

241

193

183

198

97.3

98.0

140

129

4.4

35

230

216

7.3

5.8

3.9

6.4

3,069

8,664

資料 :特別区人事委員会『平成17年 4月 1日 現在 特別区職員の構成』

注 :1.一般職に属する職員である。ただし、「臨時職員」「組合専従者」「都職員、清掃事業移管に伴う派遣職員」

「体職者、結核休養者」「育児休業中の職員、公務・通勤災害休業中の職員」「区から給与が支給されてい

ない他団体等への派遣職員」「海外派遣中の職員」は含まれていない。

-254-



執行機関

(単位 :人、%)(平成 17年 4月 1日 現在)

主任主事

24,764      39.4    11,558      18.4     1,150 1.8 512 0.8   10,815    17.2

事

１

　
　

，
●
　
　
″
生

Ｑ
υ
　
　
И
■
　
　
α
υ

36.8

35.0

32.9

16.4

18.5

20.0

0.9

3.1
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執行機関

(3)職員数の推移 (各年 4月 1日 現在)

資料 :特別区人事・厚生事務組合人事企画部資料による。

注 :1.各区の定数条例による数値である。

2.「職員 1人当たりの人口」の算出基礎となる人口は、平成17年 1月 1日現在の住民基本台帳人口を用いた。
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執行機関

(平成 17年 4月 1日 現在)

83.行政機関及び附属機関

(1)行政委員会及び委員数
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資料 :各区資料による。



執行機関

(2)附属機関及び委員数 (そ の 1)
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資料 :各区資料による。
注 :1.地方自治法第138条の 4第 3項及び第202条の 3の規定に基づき設置されたものである。

2.委員数は現員数である。
3.[建築審査会」の委員には、専門調査員は含まない。
4.会の名称は、区により異なることがある。
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青 少 年

問  題

協 議 会

執行機関

(平成 17年 4月 1日 現在)
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執行機関

(2)附属機関及び委員数 (そ の 2)

334

12

6

10

18

12

11

9

12

14

20

そ の 他 の 附

6,159

155情報公開・個人情報保護審査会(4)個人情報保護審議会(9)住居表示審議会(19)

景観まちづくり審議会(17)一般廃棄物減量等推進審議会(6)文化財保護審議会(6)

104情報公開・個人情報保護審議会(17)情報公開・個人情報保護審査会(4)介護認定審査会(59)

148情報公開運営審議会(15)個人情報保護運営審議会(10)情報公開 。個人情報保護審査会(5)

建築紛争調停委員会(3)介護認定審査会(57)感染症の審査に関する協議会(6)

377区民の声委員会(13)情報公開・個人情報保護審査会(5)情報公開・個人情報保護審議会(15)

介護認定審査会(118)感染症診査協議会(6)環境審議会(16)み どりの推進審議会(19)

195情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会(8)表彰審査会(20)

奨学生選考委員会(7)文化財保護審議会(7)建築紛争調停委員会(3)

153奨学資金貸付選考委員会(9)介護認定審査会(69)感染症診査協議会 (3)

情報公開及び個人情報保護制度運営審議会(9)情報公開及び個人情報保護審査会(5)

118基本構想審議会(24)情報公開及び個人情報保護審査会(5)

情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会(10)介護保険事業運営協議会(24)

194情報公開審議会(3)個 人情報保護審議会(3)生活安全対策協議会(15)男女共同参画審議会(15)

都市景観審議会(15)建築紛争調停委員会(4)奨学資金貸付審査会(13)

197建築紛争調停委員会(4)社会教育委員(10)文化財保護審議会(10)情報公開等審議会(3)

表彰審査会(10)奨学金運営委員会(10)交通安全対策会議(25)介護認定審査会(43)

263情報公開 。個人情報保護審議会(20)情報公開1個人情報保護審査会(3)

男女平等・共同参画オンブーズ(2)男女平等・共同参画審議会(15)建築紛争調停委員会 (4)

公害健康被害認定審査会 (12)環境審議会 (15)廃棄物減量等推進審議会 (24)

353公文書開示・個人情報保護審査会(3)公文書開示・個人情報保護審議会(9)福祉オンブズマン(4)

介護認定審査会(275)感染症の診査に関する協議会(9)建築紛争調停委員会(4)

498環境審議会 (15)情報公開 .個人情報保護審議会(14)情報公開・個人情報保護審査会(5)

世田谷美術館美術品等収集委員会(4)世田谷文学館文学資料等収集委員会(4)住宅委員会(11)

区営住宅高額所得者審査会(3)地域保健福祉審議会(20)保健福祉サービス苦情審査会(5)

消費生活審議会 (13)

300個人情報の保護及び情報公開審議会(19)個人情報の保護及び情報公開審査会(5)

平和 。国際都市渋谷の日事業推進協議会(39)特定商業施設立地調整審議会(5)

福祉サービス利用者権利保護委員会(9)介護保険運営協議会(20)介護認定審査会(Z)

245情報公開審査会(5)個人情報保護審議会(14)廃棄物減量等推進協議会(16)

建築紛争調停委員会(5)社会教育委員(8)文化財保護審議会(8)男女平等専門委員会(3)

323情報公開・個人情報保護審査会(3)情報公開・個人情報保護審議会(20)介護認定審査会(139)

介護保険運営協議会 (22)感染症の診査に関する協議会(8)自転車等駐車対策協議会(24)

公益観察員 (2) 環境清掃審議会(22)保険福祉サービス苦情調査委員 (3)

444行政情報公開・個人情報保護審議会(14)行政情報公開・個人情報保護審査会(5)

基本構想審議会(20)表彰審査会(15)男女共同参画推進会議(15) 苦情処理委員(2)

消防団運営委員会(17)生活安全協議会(61)社会教育委員会議(10)生涯学習推進協議会(12)

359政治倫理審査会(5)情報公開・個人情報保護救済委員会(5)緑化推進審議会(15)

情報公開・個人情報保護制度運営審議会(18)中 小企業従業員退職金等共済運営審議会(12)

消防団運営委員会(17)資源循環推進審議会(20)生活安全推進協議会 (29)

116個人情報保護運営審議会(10)情報公開 。個人情報審査会(5)清掃審議会(15)

262情報公開及び個人情報保護審議会(16)情報公開及び個人情報保護審査会(5)表彰審査会(14)

生活安全協議会(28)住宅対策審議会(―)健康づくり推進協議会 (23)感染症診査協議会(8)

おとしより保健福祉センター運営協議会 (20)保健福祉オンブズマン(4)

596消防団運営委員会(15)防災会議幹事会 (52)安全・安心協議会 (52)

情報公開及び個人情報保護審査会(5)情報公開及び個人情報保護運営審議会(22)

勤労福社会館運営懇談会(16)保健福祉サービス苦情調整委員 (3)

305行政相談委員(10)地域情報化推進協議会 (23)情報公開・個人情報保護審査会(5)

情報公開・個人情報保護審議会(23)柔道整復療養費案件調査委員会(3)

男女共同参画推進委員会(15)経済活性化会議 (28) 地域保健福祉推進協議会(49)

277情報公開運営委員会(14)情報公開審査会(5)男女平等推進審議会 (16)

福祉サービス苦情調整委員(4)介護保険事業審議会 (26) 介護認定審査会(159)

177情報公開及び個人情報保護審査会(5)建築紛争調停委員会(3)

廃棄物減量等推進審議会(15)介護認定審査会(114)

12

24

16

13

18

21

19

9

19

20

20

12

資料 :各区資料による。
注 :1.地方自治法第138条の 4第 3項及び第202条の 3の規定に基づき設置されたものである。

2.委員数は現員数である。
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執行機関

(平成17年 4月 1日現在)

属 機 関 の
スフ
イコ 称 (順 不 同)

介護認定審査会(30)介護保険運営協議会(25) 感染症診査協議会(7)建築紛争調停委員会(3)

社会教育委員(6)生活環境改善連絡協議会 (24)

保健所感染症診査協議会(6)文化財保護審議会(8)スポーツ振興審議会(10)

中小企業振興審議会(17)社会教育委員(10)文化財保護審議会(9)

環境審議会(13)

名誉区民選定委員会(6)男女共同参画推進会議(15)住居表示審議会(14)次世代育成協議会(42)社会教育委員(10)文化財保護審議会(10)

リサイクル清掃審議会(22)景観まちづくり審議会(16)建築紛争調停委員会(5)住宅まちづくり審議会(17)障害者施策推進協議会(28)

消防団運営委員会(15)介護認定審査会(46)感染症診査協議会(6)景観審議会(20)住宅政策審議会(22)リ サイクル清掃審議会

教育改革区民会議 (18)

廃棄物減量等推進審議会(13)景観審議会(12)建築紛争調停委員会(5)み どりの審議会(10)

社会教育委員(10)文化財保護審議会(8)

感染症診査協議会(6)保健衛生協議会 (29) 建築紛争調停委員会(4)学童災害共済審査会(9)文化財保護審議会(7)

介護保険認定審査会(84)感染症の診査に関する協議会(6)食品衛生推進会議 (16) 環境審議会(14)

文化財保護審議会(6)

介護保険制度推進委員会(17)感染症診査協議会(9)廃棄物減量等推進審議会(14)生活安全協議会(25)消防団運営委員会(17)

精神保健福祉連絡協議会(―)

地域福祉審議会(24)地域保健協議会(26)保健福祉サービス苦情調整委員(3)感染症診査協議会(6)介護認定委員会(59)

住宅政策審議会(15)長期計画審議会 (―)施設建設紛争調整委員会 (―)名誉区民選定委員会 (―)区議会会派等政務調整費審議会 (― )

青少年問題協議会 (29)文化財保護審議会 (6)

中小企業融資あっせん審査会(8)消費者被害救済委員会 (9)奨学金貸付審議会(12)区営住宅高額所得者審査会(5)

スポーツ振興審議会(8) 文化財保護審議会(7)

消防団運営委員会(17)感染症の診査に関する協議会(17)予防接種健康被害調査委員会(8)精神保健福祉対策連絡協議会(19)

自転車等駐車対策協議会(19)風景づくり委員会(7)福祉的環境整備審議会(16)建築紛争調停委員会(4)ス ポーツ振興審議会 (14)

介護認定審査会 (225)中小商工業振興対策委員会(17)農業振興対策委員会(15)清掃・リサイクル審議会(14)文化財保護審議会(12)

安全・安心まちづくり協議会(40)建築紛争調停委員会(6)住環境整備審議会(3)ダ イオキシン問題等審議会 (7)

清掃・リサイクル審議会(27)奨学資金運営委員会(11)文化財保護審議会(5)感染症診査協議会 (6)

地域保健推進協議会 (24)

感染症診査協議会(9)福祉サービス苦情調整委員(3)介護保険運営協議会(20)介護認定審査会(130)

個人情報保護審査会(5)環境審議会(15)保健福祉審議会 (20)

建築紛争調停委員会(6)文化財保護審議会(9)図書館協議会(10)社会教育委員の会議(9)郷土博物館運営協議会(11)

NPO等活動推進協議会(10)特定商業施設の出店及び営業に伴う住宅地環境審議会(5)名誉区民審議会 (―)生活安全協議会 (20)

中規模小売店舗立地調整審議会 (5) リサイクル・清掃審議会(23)介護保険事業推進会議(24)介護認定審査会(112)

住宅対策審議会(20)感染症診査協議会(8)子ども虐待防止連絡会議(29)ア メニティ形成審議会(14)建築紛争調停委員会(6)

自転車等駐車対策協議会(26)文化財保護審議会(6)

障害者施策推進協議会(35)感染症診査協議会(6)介護認定審査会 (90) 介護保険運営協議会(20)都市景観づくり審議会(19)

高齢者住宅等運営委員会 (8) 中高層建築物紛争調停委員会(3)奨学資金貸付審査会(11)文化財保護審議会(8)

飛鳥山博物館運営協議会(10)健康づくり推進協議会 (28)

建築紛争調停委員会(6)住宅対策審議会(―)文化財保護審議会(7)介護認定審査会(60)感染症診査協議会(6)社会教育委員会(7)

バリアフリー推進協議会(18)障害者地域自立生活支援事業運営協議会 (15) 文化財保護審議会(9)美術館運営協議会(10)

資源環境審議会(26)建築紛争調整委員会(6)財産評価委員会 (15)男女平等参画審議会 (15)男女平等参画苦情処理委員会 (3)

特別職報酬等審議会(10)

介護保険運営協議会(20)介護認定審査会(228)健康推進協議会 (24)精神保健福祉連絡協議会 (19)小児救急医療連絡協議会 (10)

歯科医療連携推進協議会 (22)循環型社会推進会議 (17)建築紛争調停委員会(5)自 転車駐車対策協議会(17)

緑化委員会(23) 文化財保護審議会(8)公民館運営審議会(20)美術館運営協議会(18)

福祉サービス苦情等解決委員会(6)感染症の診査に関する協議会(4)環境審議会(15)環境基金審査会 (9)

佐野六木土地区画整理審議会(10)上沼田南土地区画整理審議会(10)建築紛争調停委員会(4)住宅政策審議会 (20)

社会教育委員(9)生涯学習推進協議会 (41) 育英資金貸付審議会(10) 文化財保護審議会(12)

男女平等苦情調整委員会(3)南水元区画整理審議会(10)学校保健委員会(17)社会教育委員の会議(8)文化財保護審議会(5)

建築紛争調停委員会(5)郷土と天文の博物館運営協議会(8)

東京都市計画事業瑞江駅北部土地区画整理審議会(10)東京都市計画事業一之江駅西部土地区画整理審議会(10)

奨学生選考委員会(20)

3.附属機関の「区名」の名称は省略した。
4.機関により任期満了等に伴い委員が不在の時は、機関名のみを記載した。
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